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　町では、豊かで活力あふれるまちづくりを進めるため、さまざまな分野において住民の皆さんが、自発的・
主体的に取り組まれるまちづくり活動の支援を行っています。
　今年度の補助金交付を希望される団体は、応募書類に必要事項を記入いただき、期限までに提出してくださ
い。みなさまの積極的なご応募をお待ちしています。

魅力あるまちづくり活動を応援します
…愛荘町まちづくり活動支援事業補助金…

１．募集対象者
戦没者（一般戦災死没者を含む）の原則として配偶

者、子、父母、兄弟姉妹、孫、戦没者の子・兄弟姉妹
の配偶者および甥姪で県内在住の方。
・１柱複数名での同時参加はできません。
・ ２回目の参加を希望される方、障害をお持ちで
介助者の同行を必要とする方は下記までお問い
合わせください。

２．募集人数
10名程度（応募多数の場合は県選考基準によ

る優先順位順とし、同順位の場合は抽選とします
が、新型コロナウイルス感染症対策により募集人
数が変更となる可能性があります。）
　結果は６月下旬頃に通知します。

３．参加費
5,000円程度　※介助者の参加費用（交通費、

宿泊費など）は全額自己負担となります。

４．募集期間
　　　5月31日まで 当日消印有効
５．応募方法 はがき、ファックス
　　　　　または しがネット受付サービス
●はがき、ファックスで応募
　 参加希望者の郵便番号、住所、氏名、ふりがな、生年月
日、年齢、性別、戦没者との続柄、電話番号（日中連絡
可能な電話番号を記載願います。）
　 戦没者の氏名、ふりがな、戦没時の本籍都道府県名、陸
軍・海軍の別を記入
●しがネット受付サービスで応募
　 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/
smart-apply/apply-procedure-alias/
zenkoku-tsuitousiki

申・問 〒520－8577 大津市京町四丁目１－１
　　　 滋賀県健康福祉政策課 援護係
　　　 ☎077－528－3514（直通）
　　　 ℻  077－528－4850

全国戦没者追悼式への参列者募集
日本武道館（東京都）で開催予定の全国戦没者追悼式に参列されるご遺族を募集します。

（８月14日～15日、１泊２日の団体行動ができる方）

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

8 水 第37回企画展　愛荘の稲作と発明品（6/8～7/18） 10：00～17：00 歴史文化博物館

10 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

12 日
おひざでだっこのおはなしかい

11：00～11：15 愛知川図書館

11：30～11：45 愛知川図書館

目をつむる写真展 境界を超えて（6月12日～7月8日）  9：00～17：00 ハーティーセンター秦荘

19 日
愛知川ふれあい本陣　フリーマーケット 10：00～16：00 愛知川ふれあい本陣

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

21 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15 秦荘図書館

13：30～14：15 秦荘図書館

25 土 第10回お笑い七夕ハーティー寄席 14：00～ 　　　 ハーティーセンター秦荘

26 日 湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市   9：00～12：00 湖東三山館あいしょう
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事
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　町では、公共施設等の適切な維持管理、更新、長寿命化、集約化等の
基本的な考え方を定め、住民の皆さんにとって必要な施設の機能を将来
にわたって引き継ぐため、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策
定しました。
　今般、計画書の内容の充実を図るため、見直しを実施しましたのでお
知らせします。計画書改訂版は町ホームページからご覧いただけます。
　トップページから
　「町政情報」⇒『各種計画」
　　　　　　　⇒　『公共施設等の管理・運営に関する計画」
　　　　　　　　　　         　　　　　　に掲載しています。

問  経営戦略課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7680

公共施設等総合管理計画の
見直しをしました！

■募集内容
愛荘町内において、活動団体が自由なテーマを設定

し提案・実施することで、町内に広く効果があり、魅
力あるまちづくりに繋がる活動。
■応募資格
町内に活動拠点があり、ボランティア活動などの非

営利の活動をしている5人以上の団体で、その半数以
上が町内に在住、在勤または在学している活動団体と
します。町内で行う事業で、住民の誰もが自由に参加
できる活動であれば、活動の規模やテーマは問いませ
んが、宗教・政治に関するものは除きます。
《対象とならない活動は》
○ 国、県、町および公益法人が実施する他の財政的支
援を受けている事業、または受ける予定の事業
○ まちづくり活動の主たる効果が町外で生じる事業
○ 活動の構成員に制限がある事業　例：ある区・自治
会の構成員の人のみで活動しておられ、他の区・自
治会の人が入れないような活動については、この補
助金の対象となりません。

■補助金額は
　○ 一団体当たり10万円を限度とし、予算の範囲内
とします。

　○ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、
その端数の金額を切り捨てします。

■応募方法
　令和４年6月20日（月）までにみらい創生課へ応募
書類を提出してください。
　応募書類は、みらい創生課（愛知川庁舎２階）にお
越しいただくか、下記URLからダウンロードしていた
だけます。
　URL： https://www.town.aisho.shiga.jp/

soshiki/machizukuri/2/1/4507.html
■　審査方法
　申請書により、愛荘町まちづくり活動支援事業補助
金審査会が書類審査し、その審査結果に基づき町長が
交付決定します。
申・問 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046
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